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定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2023 年 6 月 29 日開催予定の第 158
回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 
記 

１．定款一部変更の件 
（１）変更の理由 

現行及び今後想定される経営体制に鑑み、現行定款第十四条について、取締役副社長に関する
規定を削除するとともに、現行定款第二十四条について、取締役会の議長を取締役会長から取締
役社長に変更するものであります。 

（２）変更の内容 
変更の内容は次の通りであります。 

（下線部分が変更箇所） 

現行定款 変更案 

第十四条 (株主総会の議長)  

株主総会の議長は取締役社長がこれに当

る。取締役社長が事故あるときは取締役副社長

がこれに当り取締役副社長が事故あるときは

あらかじめ取締役会において定めた順序に従

い他の取締役がこれに当る。 

 

第二十四条（取締役会の議長） 

取締役会の議長は取締役会長がこれに当

る。取締役会長が欠員であるとき、又は事故あ

るときは取締役社長がこれに当り、取締役社長

が事故あるときはあらかじめ取締役会におい

て定めた順序に従い他の取締役がこれに当る。 

 

第十四条 (株主総会の議長)  

株主総会の議長は取締役社長がこれに当

る。取締役社長が事故あるときはあらかじめ取

締役会において定めた順序に従い他の取締役

がこれに当る。 

 

 

第二十四条（取締役会の議長） 

取締役会の議長は取締役社長がこれに当

る。取締役社長が事故あるときはあらかじめ取

締役会において定めた順序に従い他の取締役

がこれに当る。 

 

 

（３）日程 
   2023 年 6 月 29 日 第 158 回定時株主総会（予定） 
   2023 年 6 月 29 日 定款変更の効力発生日（予定） 
 

以 上 


